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information

税
の
お
知
ら
せ

3
月
の
納
税
等

介
護
保
険
料
／
第
６
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
６
期

保
　
育
　
料
／
3
月
分

納
　
期
　
限
／
3
月
31
日（
水
）

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
の
重
要
な
お
知
ら
せ

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
期
間
が
３

月
１５
日（
月
）か
ら
４
月
１５
日（
木
）に
延

長
さ
れ
て
い
ま
す
。

延
長
に
よ
る
各
申
告
会
場
の
開
設
期

間
は
表
の
と
お
り
で
す
。
３
月
１６
日

（
火
）以
降
に
申
告
さ
れ
る
方
は
、
ご
自

身
で
申
告
書
を
作
成
す
る
か
、
税
務
署

が
開
設
し
て
い
る
申
告
会
場
で
事
前
予

約
の
う
え
、
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

軽
自
動
車
の
譲
渡
・
廃
車
・

住
所
変
更
な
ど
の
手
続
き
は

お
早
め
に

軽
自
動
車
税
種
別
割
は
、
毎
年
４
月

1
日
現
在
の
所
有
者（
売
主
が
所
有
権

を
留
保
し
て
い
る
場
合
は
、
買
主
で
あ

る
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。　

所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
を
売
却
や

住
所
な
ど
を
変
更
し
た
と
き
は
、
必
ず

役
場
・
運
輸
支
局
・
軽
自
動
車
協
会
で

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
い
つ

ま
で
も
課
税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま

た
、
納
税
通
知
書
が
現
所
有
者
へ
届
か

な
い
原
因
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
を
販
売
店
等
に
依
頼
さ
れ
る

場
合
、
４
月
1
日
ま
で
に
確
実
に
手
続

き
し
て
も
ら
う
よ
う
に
確
認
を
し
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
の
遅
れ
に
よ
り
税
額

が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
課
税
を
取
り

消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
種
別
割
は
自
動
車
税
種

別
割
と
異
な
り
月
割
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
４
月
２
日
以
降
に
譲

渡
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
し
て
所
有

者
で
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
年

度
の
軽
自
動
車
税
種
別
割
は
全
額
課
税

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
を
ご
契
約
の
場
合
、

特
定
の
車
両
分
の
み
口
座
振
替
を
停
止

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
1
年
分
の

み
軽
自
動
車
税
種
別
割
を
現
金
払
い
に

し
た
い
場
合
は
、
そ
の
年
の
３
月
末
以

前
に
、
口
座
を
廃
止
す
る
旨
の
振
替
依

頼
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
４
月
以

降
に
口
座
振
替
依
頼
書
を
再
提
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

口
頭
で
の
ご
依
頼
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課　

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
お
よ

び
廃
車
の
届
出
に
つ
い
て

毎
年
３
月
は
軽
自
動
車
税
種
別
割
申

告
等
の
関
係
か
ら
、
軽
自
動
車
の
名
義

変
更
、
廃
車
の
届
出
が
集
中
し
、
窓
口
が

大
変
混
雑
す
る
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
名
義
変
更
お
よ
び
廃
車

の
届
出
は
で
き
る
限
り
３
月
中
旬
頃
ま

で
に
済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

軽
自
動
車
検
査
協
会

　

愛
知
主
管
事
務
所

　

☎
０
５
０

－

３
８
１
６

－

１
７
７
０

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

���http://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

税
務
課
窓
口
で
発
行
で
き
る

主
な
証
明
書
に
つ
い
て

税
務
課
の
窓
口
で
発
行
で
き
る
主
な

証
明
書
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

1
．所
得
等
証
明
書

新
年
度
の
証
明
書
は
毎
年
６
月
1
日

か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

①
所
得
証
明
書

　

前
年
の
１
月
１
日
～
１２
月
３１
日
ま
で

の
１
年
間
の
所
得
金
額
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

②
課
税
・
非
課
税
証
明
書

　

所
得
証
明
の
内
容
に
加
え
て
、
村
県

民
税
の
年
税
額
や
扶
養
控
除
、
医
療

費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
額
も
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

2
．固
定
資
産
証
明
書

新
年
度
の
証
明
書
は
毎
年
４
月
1
日

か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。

①
課
税
台
帳
登
録
事
項
証
明
書

　

１
月
１
日
現
在
に
所
有
し
て
い
る
土

確定申告期間延長による申告会場の開設期間

３/１５（月）まで ３/１6（火）から
４/１５（木）まで

飛島会場
（役場第３会議室） ○ ×

津島税務署が
開設する会場 ○ ○

※役場では３/１6（火）から申告の受付ができません。



13 広報とびしま／2021年3月

検
証（
コ
ピ
ー
可
）の
提
示
で
も
発
行

し
ま
す
。

●
手
数
料

　

１
通
２
０
０
円
で
す
。
た
だ
し
、
証

明
書
に
よ
っ
て
は
手
数
料
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
窓
口
ま
た
は
お
電
話
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
郵
送
で
の
申
請

　

郵
送
で
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
次
の
書
類
を
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。

・
申
請
書（
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
暮
ら
し
→
税
金
→
税
金
に
関
す
る

主
な
証
明
」よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。）

・
申
請
者
の
身
分
証
明
書
の
コ
ピ
ー

・
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
の
封
筒

・
定
額
小
為
替（
郵
便
局
で
購
入
で
き

ま
す
。）

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

　
税
の
納
付
は
期
限
内
に

住
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
は
、
ま
ち
づ
く
り
や
住
民
の
皆
さ
ん

の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

大
部
分
の
方
は
期
限
内
に
納
付
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
納
付
い
た
だ
け
て
い
な

い
方
も
お
ら
れ
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
本
来
の
税
額
の
ほ
か
に
、
延

滞
金
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
滞
納
の
場
合　

　

何
も
連
絡
が
な
く
滞
納
が
続
い
た
場

合
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
た
方

と
の
公
平
を
保
つ
た
め
、
次
の
手
順
に

よ
っ
て
滞
納
処
分
の
手
続
き
を
行
い
、

税
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
督
促
状
を
送
付

②
電
話
や
文
書
に
て
納
税
を
催
告
、
税

を
徴
収

③
財
産
調
査
を
実
施
し
、
預
金
・
給

与
・
不
動
産
な
ど
の
財
産
の
差
し
押

さ
え
を
実
施

④
差
し
押
さ
え
た
不
動
産
等
の
公
売
を

行
い
滞
納
し
て
い
る
税
に
充
当

●
納
税
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す

　

病
気
や
仕
事
の
問
題
な
ど
に
よ
っ
て

納
期
ま
で
に
納
付
が
難
し
い
と
い
う

方
は
、
納
税
に
関
す
る
相
談
を
随
時

お
受
け
し
て
い
ま
す
。
お
早
め
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課　

地
・
家
屋
の
所
在
地
、
地
目
、
地
積

（
床
面
積
）等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
評
価
額
証
明
書

　

課
税
台
帳
登
録
事
項
証
明
書
の
内
容

に
加
え
て
、
評
価
額
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

③
価
格
通
知
書（
登
記
用
）

　

記
載
内
容
は
評
価
額
証
明
書
と
同
じ

で
す
が
、
使
用
目
的
が
登
記
に
限
ら

れ
ま
す
。

④
公
課
証
明
書

　

評
価
額
証
明
書
の
内
容
に
加
え
て
、

税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

3
．納
税
証
明
書

各
税
目
の
年
税
額
、
納
付
済
税
額
、

未
納
税
額
を
記
載
し
ま
す
。
ま
だ
、
納

期
が
来
て
い
な
い
税
金
に
つ
い
て
は
、

「
納
期
未
到
来
」と
表
示
し
ま
す
。

ま
た
、
車
検
の
際
に
必
要
な
軽
自
動

車
税
種
別
割
の
継
続
検
査
用
納
税
証
明

書
は
、
過
去
も
含
め
て
未
納
が
な
い
場

合
の
み
発
行
で
き
ま
す
。

●
本
人
確
認

　

窓
口
で
の
申
請
者
が
、
本
人
ま
た
は

同
じ
世
帯
の
方
で
あ
れ
ば
、
身
分
証

明
書
の
提
示
に
よ
り
証
明
書
を
発
行

し
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。
軽
自
動
車
税
種
別

割
の
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
に
つ

い
て
は
、
委
任
状
の
代
わ
り
に
、
車

令和３年４月から
窓口での納税は、

午前９時～午後４時
までとなります。

ご協力お願いします。

　なお、納税者の皆さまには、より利便
性の高いダイレクト納付などのキャッ
シュレス納付やコンビニでの納税など、
様々な納付方法を紹介させていただきま
すので、ご利用をお願いします。

税務署からのお知らせ

●問合せ先　津島税務署　☎２6－２１6１
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information

各種納付方法の詳細は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

納付手段のご紹介

二次元バーコードを利用したコンビニ納付
パソコンやスマホから納付に必要な情報（氏名や税額など）を「二次元バーコード」（PDFファイル）と

して作成し、出力またはスマホに保存のうえ、コンビニで、「二次元バーコード」を「Loppi」「Famiポー
ト」端末に読み取らせることで、バーコード（納付書）を出力し、コンビニで納付することができます。
◎�利用可能額は、バーコード（納付書）１枚につき３０万円以下となります。

金融機関での納付
納付書をお持ちであれば、金融機関で、現金に納付書を添えて納付することができます。
◎�納付書は税務署や申告会場でお受け取りください。

口座振替による納付
事前に指定した納税者にご自身名義の預貯金口座から、国税庁が指定する振替日に、口座引落しに

より納付することができます。
◎�ご利用に当たっては、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関への専用の依頼書を提
出していただく必要があります。

自宅で完結

ダイレクト納付
ご自宅やオフィス等からe-Taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座（複数

の預貯金口座が利用可能）から、即時または納付日を指定して、口座引落しにより納付することができ
ます。
◎�ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行ったうえ、ダイレクト納付専用
の届出書を提出していただく必要があります。

自宅で完結

クレジットカード納付
パソコンやスマホから「国税クレジットカードお支払サイト」（https://kokuzei.noufu.jp）へアクセ

スし、所定の項目を入力することで、クレジットカードによる納付ができます。
◎�納付税額に応じた決裁手数料がかかります。

自宅で完結

インターネットバンキング等からの納付
インターネットバンキングやＡＴＭ等から納付できます。
◎�ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きが必要です。

自宅で完結

●問合せ先　津島税務署　☎２6－２１6１


